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        【タイトル】「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を閣議決定 

 

☆***********************************************************************☆ 

 

平素より当社社業につき格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

 

政府が２０２２年１０月２８日に閣議決定した「物価高克服・経済再生実現のための総合

経済対策」※において、iDeCo 制度の改革等について盛り込まれましたので、ご案内いた

します。 

 

※「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」（内閣府HP） 

 ＜概要＞ 

https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2022-2/20221028_taisaku_gaiyo.pdf 

＜総合経済対策本文＞ 

https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2022-2/20221028_taisaku.pdf 

＜総合経済対策の効果＞ 

https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2022-2/20221028_taisaku_kouka.pdf 

 

「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」の基本的な考え方として、以下のと

おり示されております。 

 

【物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策＜概要＞】（一部抜粋） 

 我が国経済は、ウィズコロナの下、社会経済の正常化が進展する一方、原材料価格の

上昇や円安の影響等によるエネルギー・食料品等の価格上昇が国民生活・事業活動に

大きな影響を及ぼしている。 

また、世界規模の物価高騰がみられる中、各国・地域における金融引締めの影響など

から世界的な景気後退懸念が高まっている。 

https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2022-2/20221028_taisaku_gaiyo.pdf
https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2022-2/20221028_taisaku.pdf
https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2022-2/20221028_taisaku_kouka.pdf


世界経済の減速リスクを十分視野に入れつつ、新しい資本主義の旗印の下、「物価高・

円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資と改革」を重点分野とし、予

算・税制、規制・制度改革などあらゆる政策手段を活用した本総合経済対策を速やか

に実行し、足元の難局を乗り越え、未来に向けて日本経済を持続可能で一段高い成長

経路に乗せていき、日本経済を再生する。 

  

「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」の本文において、以下のとおり、iDeCo

制度の改革等について示されております。 

 

【物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策＜本文＞】（一部抜粋） 

  第２章 経済再生に向けた具体的施策 

Ⅲ 「新しい資本主義」の加速 

 

（３）資産所得の倍増 （本文２６ページ） 

   我が国個人の金融資産 2,000 兆円の半分を占める現預金が投資にも向かい、持

続的な企業価値向上の恩恵が家計に及ぶ好循環を作るため、本年末に総合的な 

「資産所得倍増プラン」を策定する。 

個人金融資産を貯蓄から投資にシフトさせるべく、ＮＩＳＡの抜本的拡充・恒

久化を検討するとともに、個人型確定拠出年金（iDeCo）制度の改革について

検討し、本年末の来年度税制改正において結論を得る。また、顧客本位の業務

運営を推進する制度整備や、消費者に対して中立的で信頼できる助言サービス

を促進するための仕組みづくり、金融教育等の充実に向けて、国全体としての

推進体制を整備し、安定的な資産形成を国家戦略として推進する。 

 

本年末に策定される「資産所得倍増プラン」については、新しい資本主義実現会議のもと

に設けられた資産所得倍増分科会※で検討が進められる運びとなる見通しです。 

 

 

※メルマガ ２０２２年１０月１９日「第１回資産所得倍増分科会の開催について」 

https://www.sa.nissay.co.jp/_media/info2022/magazine/n340_nenkin_magazine_20221019.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.sa.nissay.co.jp/_media/info2022/magazine/n340_nenkin_magazine_20221019.pdf
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